
均等割軽減 所得割軽減 均等割軽減 所得割軽減

８０万円　 ４,０００ 円 ９割 ４,２００ 円 ９割 ２００ 円

１６８万円　 ６,０００ 円 ８．５割 １０割 ６,３００ 円 ８．５割 １０割 ３００ 円

１７３万円　 ３６,１００ 円 ２割 ７．５割 ２５,５００ 円 ５割 ７．５割 △１０，６００ 円

１９２．５万円　 ４８,２００ 円 ２割 ５割 ３８,８００ 円 ５割 ５割 △９，４００ 円

２１１万円　 ８７,６００ 円 － － ８５,８００ 円 ２割 － △1，8００ 円

２２０万円　 ９４,９００ 円 － － １０２,３００ 円 － － ７,４００ 円

夫　１９２．５万円　 ３６,２００ 円 ５割 ３８,８００ 円 ５割

妻　　　　８０万円　 ２０,０００ 円 ２１,１００ 円

夫　　　２１７万円　 ８４,４００ 円 － ７８,５００ 円 －

妻　　　　８０万円　 ３２,０００ 円 ２１,１００ 円

夫　　　２５８万円　 １２６,０００ 円 － １２８,０００ 円 －

妻　　　　８０万円　 ４０,１００ 円 ３３,７００ 円

夫　　　３００万円　 １６０,４００ 円 － １７４,２００ 円 －

妻　　　　８０万円　 ４０,１００ 円 ４２,２００ 円

※　２人世帯は夫婦共に後期高齢者で、妻が年金収入８０万円とした場合の試算

２
人
世
帯

後期高齢者保険料試算

単
身
世
帯

年金収入
平成２６・２７年度

新旧保険料差額
保険料/年

平成２４・２５年度

１５,９００ 円

円

保険料/年

－

５割

５割

２割

－

５割

２割

－

３,７００ 円

△１６，８００ 円

△４，４００

別 紙 ３


